
平
成
十
九
年
十
月
十
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

国
道
八
号
線
バ
イ
パ
ス
沿
い
（
富
山
市
・
射
水
市
・
高
岡
市
）
の
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
外
国
人
中
古
車

販
売
店
出
店
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

村

井

宗

明
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国
道
八
号
線
バ
イ
パ
ス
沿
い
（
富
山
市
・
射
水
市
・
高
岡
市
）
の
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
外
国
人
中
古
車

販
売
店
出
店
に
関
す
る
質
問
主
意
書

富
山
県
内
を
東
西
に
横
断
し
て
い
る
主
要
国
道
八
号
線
バ
イ
パ
ス
は
、
一
日
四
万
七
千
台
が
通
る
幹
線
道
路
で
あ
り
、
北
陸

で
唯
一
の
特
定
重
要
港
湾
・
伏
木
富
山
港
は
、
国
道
八
号
線
か
ら
ア
ク
セ
ス
が
良
く
、
物
流
を
支
え
て
い
る
富
山
県
の
動
脈
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
も
隣
県
に
比
べ
、
外
国
人
中
古
車
販
売
店
が
富
山
県
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
射
水
市
で

は
、
約
百
八
十
箇
所
、
富
山
全
県
内
で
約
二
百
五
十
箇
所
と
年
々
業
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
伴
い
、
伏
木
税
関
支
署
発
表
の
輸
出
高
で
は
、
中
古
自
動
車
が
飛
躍
的
に
伸
び
て
お
り
、
富
山
県
の
貴
重
な
財
源
と

し
て
、
無
視
で
き
な
い
状
況
に
も
あ
る
。

過
去
二
回
の
質
問
書
（
第
百
六
十
五
回
国
会
質
問
第
一
一
七
号
及
び
二
五
一
号
）
で
は
、
コ
ン
テ
ナ
・
プ
レ
ハ
ブ
は
建
築
物

と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
山
県
は
是
正
へ
の
姿
勢
を
示
し
て
お
ら

ず
、
本
年
九
月
知
事
が
現
地
視
察
を
行
っ
た
際
に
も
、
あ
ら
た
め
て
「
コ
ン
テ
ナ
・
プ
レ
ハ
ブ
は
建
築
物
に
は
当
た
ら
な
い
」

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

一



一
方
、
長
崎
県
や
横
浜
・
平
塚
・
小
田
原
市
で
は
同
様
の
コ
ン
テ
ナ
や
プ
レ
ハ
ブ
を
建
築
物
と
み
な
し
て
い
る
事
を
鑑
み
る

と
、
富
山
県
の
態
度
に
甚
だ
疑
問
を
感
じ
る
。

政
府
に
お
か
れ
て
は
、
通
学
路
の
安
全
確
保
、
周
辺
住
民
へ
の
安
心
・
安
全
確
保
と
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
や
法
令
順
守
強
化

の
た
め
に
、
県
当
局
に
指
導
を
強
く
求
め
る
と
と
も
に
、
現
地
の
視
察
を
要
望
し
、
次
の
質
問
を
す
る
。

一

随
意
か
つ
任
意
に
移
動
で
き
な
い
コ
ン
テ
ナ
・
プ
レ
ハ
ブ
は
建
築
物
で
あ
る
と
の
国
土
交
通
省
の
技
術
的
助
言
（
国
住
指

第
二
千
百
七
十
四
号
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
随
意
か
つ
任
意
に
移
動
で
き
な
い
」
と
は
何
か
。
基
礎
部
分
の
溶
接
若

し
く
は
固
定
し
て
あ
る
も
の
を
指
す
の
か
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
状
態
の
も
の
も
含
む
の
か
、
定
義
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た

い
。

二

現
在
、
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
な
ど
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
、
事
務
所
と
し
て
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
・
プ
レ

ハ
ブ
は
「
随
意
か
つ
任
意
に
移
動
で
き
な
い
」
と
判
断
さ
れ
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

国
で
定
め
た
法
令
等
が
、
地
方
の
自
治
体
に
よ
っ
て
見
解
が
異
な
る
事
に
つ
い
て
政
府
の
率
直
な
意
見
、
そ
し
て
、
結
論

を
先
延
ば
し
、
放
置
状
態
に
し
て
い
る
不
作
為
に
対
す
る
責
任
の
所
在
を
お
尋
ね
す
る
。

四

最
初
の
質
問
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
プ
レ
ハ
ブ
・
コ
ン
テ
ナ
が
、
具

二



体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
の
答
弁
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
態
の
早
期
解
決
の
た
め
、
国
土
交

通
省
が
現
地
視
察
を
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


